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報告第２号 

 

 

   由利本荘市税条例の一部を改正する条例専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、由利本荘市税

条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規定に基づき報告し、承認

を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    
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処分第１１号 

 

 

   由利本荘市税条例の一部を改正する条例 

 

 由利本荘市税条例（平成１７年由利本荘市条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

 

第９条中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１１条中「、第９６条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第９６条の

６第１項の申告書、」を削る。 

第１９条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」の

次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

第２３条の２第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４

項」に改める。 

第２８条第１項ただし書中「及び第２９条の３第１項」を「並びに第２９条の３第１

項及び第２項第４号」に改める。 

第２９条の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同

じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次条第４項」

を「次条第５項」に改める。 

第２９条の３第１項を次のように改める。 

 次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金

等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者

をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

（１） 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者 

（２） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受

けるものを除く。）の支払を受ける第１４条第１項第１号に掲げる者であって、特

定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるものに

限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第４９条に

規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に

限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手
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当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

（３） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受

けるものに限る。）の支払を受ける第１４条第１項第１号に掲げる者（当該年中に

支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受け

るべき日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者

を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者

若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは

特定親族（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

第２９条の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項を同条第５項と

し、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７

条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、「

法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規定によ

る申告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 公的年金等支払者の名称 

（２） 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者

又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又

はひとり親に該当する場合にはその旨 

（３） 特定配偶者の氏名 

（４） 扶養親族又は特定親族の氏名 

（５） その他施行規則で定める事項 

第７１条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２０万円」を

削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

第９５条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第９５条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」

を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、

同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とす

る。 

第９５条の２第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合

には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 
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第９５条の２第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び

第４項を削る。 

第９６条の２（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９６条の３から第９６条の８までを削る。 

第９７条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９８条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１００条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」

を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改め、同条第

２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改める。 

第１０１条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１０２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１０３条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を「

軽自動車税」に改める。 

第１０４条第２項中「第９５条第３項ただし書」を「第９５条第２項ただし書」に、

「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第１１条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第１４条の２の前の見出し及び同条を削る。 

附則第１４条の２の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除）」を付し、同条第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「居住年が平成１

１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「令和

７年」を「令和１２年」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは」を

「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第

２項中「附則第１４条の２の２第１項」を「附則第１４条の２第１項」に改め、同条を附

則第１４条の２とする。 

附則第１４条の３中「又は附則第４２条第１項」を「、附則第３７条の３第１項又は

附則第４２条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４

項」に改める。 

附則第１４条の５中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項又

は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

附則第１５条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「、

附則第１４条の２の２第１項」を削る。 

附則第１７条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」に

改め、同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０項」に改め、同条

第５項中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項第１号」に改め、同
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条第６項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１項第２号」に改め、

同条第７項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条第２１項第３号」に改め、

同条第８項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、

同条第９項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、

同条第１０項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」

に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項第

１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第

２４項第１号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第

１５条第２４項第１号ニ」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第２５項第２号」を「

附則第１５条第２４項第２号」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第３号

イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５

項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号ロ」に改め、同条第１７項中「附則第１５

条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１８項から第２

０項までを削り、同条第２１項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」

に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２２項中「附則第１５条第３２項」を「附則第

１５条第３１項」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２３項中「附則第１５条第３

６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第２４項中「

附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同条第２１項とし、

同条第２５項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同

条第２２項とし、同条第２６項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」

に改め、同項を同条第２３項とし、同条中第２７項を第２４項とし、第２８項を第２５項

とし、同条に次の１項を加える。 

２６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の１とす

る。 

附則第１８条第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、

同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第９項

第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号中「

附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第１０項第５号及び第

１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１

５項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「

改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項

に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年

法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施

行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、
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障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１

項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は

同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構

造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成

１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１

８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第３１条の２第３項第２号、第３２条第３項第２号及び第３３条第３項第２号中

「、附則第１４条の２第１項及び附則第１４条の２の２第１項」を「及び附則第１４条の

２第１項」に改める。 

附則第３４条第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、同条第２項中「令

和８年度」を「令和１１年度」に、「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の２第

６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」に改め、同条

に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等

の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時

において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止

区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第

３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区

域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸

水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

附則第３６条第５項第２号及び第３７条第２項第２号中「、附則第１４条の２第１項

及び附則第１４条の２の２第１項」を「及び附則第１４条の２第１項」に改める。 

附則第３７条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第３７条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の２第

１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲

渡所得及び雑所得については、第１９条第１項及び第２項並びに第２１条の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑

所得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以下
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この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗

号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第

１号の規定により読み替えて適用される第２０条の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割

を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１） 第２０条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、附則第３７条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（２） 第２３条から第２４条まで、第２５条第１項、附則第１３条第１項及び附則

第１３条の３第１項の規定の適用については、第２３条中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第３７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第２３条の２第１項前段、第２４条、第２５条第１項、附則第１３条第１項及び附

則第１３条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第３７

条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２３条の２第１項後段中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第３７条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３） 第２６条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は附則第３７条の３第１項に規定する特定暗号資産に係

る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額

若しくは附則第３７条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（４） 附則第９条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第３７条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第３７条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第４２条第２項第２号中「、附則第１４条の２第１項及び附則第１４条の２の２

第１項」を「及び附則第１４条の２第１項」に改める。 

附則第４３条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第４３条の３第２項第２号及

び第５項第２号中「、第１４条の２第１項及び第１４条の２の２第１項」を「及び第１４

条の２第１項」に改める。 

附則第４７条の２から第４７条の６までを削る。 

附則第４８条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３項に

規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から第４項ま

で」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日か
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ら令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改

め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、

「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両

番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」

を削り、同条第４項を削る。 

附則第４８条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、

「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第２８条第１項ただし書、第２９条の２及び第２９条の３の改正規定並びに

附則第１１条の改正規定及び附則第１４条の２の２第１項の改正規定（「令和２０

年度」を「令和２５年度」に改める部分及び「令和７年」を「令和１２年」に改め

る部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

（２） 第７１条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

（３） 第２３条の２第２項の改正規定並びに附則第１４条の３の改正規定（「附則

第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限

る。）、附則第１４条の５の改正規定及び附則第３４条の改正規定（同条第１項及

び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条

第４項の規定 令和１０年１月１日 

（４） 附則第１４条の３の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第

３７条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融

商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第１ 

号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の由利本荘市税条例（以下「新条例」という。）第２９条

の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受

けるべき公的年金等について提出する新条例第２９条の３第１項の規定による申告書

について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例に

よる改正前の由利本荘市税条例第２９条の３第１項の規定による申告書については、

なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の市税条例附則第１４条の２第１項及び第２項
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の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部

を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得税法等改正法」

という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定

する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若し

くは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされ

る同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定により同条第１項に

規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若

しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する増改築

等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、

当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する

認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされ

る同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところに

よりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が

同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１

項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家

屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅

（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５

項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等

に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定

により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例

認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した

場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の由利本荘市税条例附則第１４条の３の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行日」とい

う。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、４号施行

日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第３４条第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第３号に掲

げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第３４条第１項の土地等の譲渡について適

用する。 

５ 新条例附則第３７条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の

個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和

８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税に
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ついては、なお従前の例による。 

２ 新条例第７１条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令

和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（

昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項

に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１

項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車

税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第３号 

 

 

   由利本荘市都市計画税条例の一部を改正する条例専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、由利本荘市都

市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規定に基づき報告

し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    
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処分第１２号 

 

 

由利本荘市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

由利本荘市都市計画税条例（平成１７年由利本荘市条例第７０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３

項」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１

項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５

項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６

項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０

項」に改める。 

附則第１７項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４

項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４

４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２３項、第２６

項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３項」に改

め、同項を附則第１８項とする。 

附則第１６項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第９項及び第１１項」に、「附

則第８項及び第１１項」を「附則第９項及び第１２項」に、「附則第９項、第１１項及び

第１２項」を「附則第１０項、第１２項及び第１３項」に、「附則第１１項から第１３項

まで」を「附則第１２項から第１４項まで」に、「附則第１３項」を「附則第１４項」に、

「附則第１４項」を「附則第１５項」に改め、同項を附則第１７項とする。 

附則第１５項中「附則第１３項」を「附則第１４項」に改め、同項を附則第１６項と

する。 

附則第１４項を附則第１５項とし、附則第１３項を附則第１４項とする。 

附則第１２項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１３項とする。 

附則第１１項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１２項とする。 

附則第１０項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１１項とする。 

附則第９項を附則第１０項とし、附則第８項を附則第９項とする。 

附則第７項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、
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同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０

条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平

成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であ

る」を「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）附則第７条の２第１項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基

準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定す

る同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合す

る」に改め、同項第３号を次のように改める。 

 （３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１

８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８

号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第７項を附則第８項とし、附則第６項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の１とする。

    

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の由利本荘市都市計画税条例の規定

は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市

計画税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた

同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従

前の例による。 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第４号 

 

 

   訴えの提起の専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、訴えの提起を専

決処分したので、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    
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処分第２０号 

 

 

   支払督促に対する督促異議申立てに係る訴えの提起について 

 

１ 事件名 令和８年（ワ）第５号 市営住宅家賃請求事件 

 

２ 当事者 原告 由利本荘市 

被告  

          

 

３ 請求の趣旨 

（１） 被告は、原告に対し金２,０６１,９００円を支払え。 

（２） 訴訟費用は被告の負担とする。 

 との判決並びに仮執行宣言を求める。 

 

４ 理由 

  被告は平成１８年１０月より市営住宅家賃を滞納しており､その徴収を図るため､支払

督促を申立てしたところ、被告が督促異議の申立てをしたため、民事訴訟法（平成８年

法律第１０９号）第３９５条の規定により、通常訴訟に移行したことから、債権回収の

機会を失しないよう速やかに手続きを進めるため専決処分するものである。 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

  令和８年４月２４日 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第５号 

 

 

   令和７年度由利本荘市一般会計補正予算（専決第６号）専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７年度由

利本荘市一般会計補正予算（専決第６号）を専決処分したので、同条第３項の規定に基づ

き報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

-16-



報告第６号 

 

 

   令和７年度由利本荘市国民健康保険特別会計補正予算（専決第１号）専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７年度由

利本荘市国民健康保険特別会計補正予算（専決第１号）を専決処分したので、同条第３項

の規定に基づき報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第７号 

 

 

   令和７年度由利本荘市介護保険特別会計補正予算（専決第１号）専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７年度由

利本荘市介護保険特別会計補正予算（専決第１号）を専決処分したので、同条第３項の規

定に基づき報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第８号 

 

 

   令和７年度由利本荘市診療所運営特別会計補正予算（専決第１号）専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７年度由

利本荘市診療所運営特別会計補正予算（専決第１号）を専決処分したので、同条第３項の

規定に基づき報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第９号 

 

 

   令和７年度由利本荘市情報センター特別会計補正予算（専決第１号）専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７年度由

利本荘市情報センター特別会計補正予算（専決第１号）を専決処分したので、同条第３項

の規定に基づき報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第１０号 

 

 

   令和７年度由利本荘市スキー場運営特別会計補正予算（専決第１号）専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７年度由

利本荘市スキー場運営特別会計補正予算（専決第１号）を専決処分したので、同条第３項

の規定に基づき報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第１１号 

 

 

   令和８年度由利本荘市一般会計補正予算（専決第１号）専決処分報告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和８年度由

利本荘市一般会計補正予算（専決第１号）を専決処分したので、同条第３項の規定に基づ

き報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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議案第９６号 

  

  

   由利本荘市教育委員会教育長の任命について 

  

 

 次の者を由利本荘市教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

   

 

  住 所   

  氏 名  土 倉 新 也 

              年  月  日生 

  

  

  令和８年５月２９日提出 

  

由利本荘市長 湊  貴 信    

  

  

提案理由 

  教育長の任期が、令和８年６月２９日をもって満了となることに伴い、同氏を引き続き

教育長として任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議

会の同意を得ようとするものである。 
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議案第９７号 

  

  

   由利本荘市教育委員会委員の任命について 

  

 

 次の者を由利本荘市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

   

 

  住 所   

  氏 名  小 坂 綾 子 

              年  月  日生 

  

  

  令和８年５月２９日提出 

  

由利本荘市長 湊  貴 信    

  

  

提案理由 

  小坂委員の任期が、令和８年６月２９日をもって満了となることに伴い、同氏を引き

続き教育委員会委員として任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

規定により、議会の同意を得ようとするものである。 
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議案第９８号 

 

 

   由利本荘市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 次の者を由利本荘市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第４２３

条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

  住 所   

  氏 名  澤 田 宣 夫 

              年  月  日生 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  由利本荘市固定資産評価審査委員会委員を選任するにあたり、議会の同意を得ようと 

 するものである。 
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議案第９９号 

 

 

   由利本荘市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 次の者を由利本荘市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第４２３

条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

  住 所   

  氏 名  斎 藤 弘 隆 

              年  月  日生 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  由利本荘市固定資産評価審査委員会委員を選任するにあたり、議会の同意を得ようと 

 するものである。 
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議案第１００号 

 

 

   由利本荘市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

 次の者を由利本荘市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第４２３

条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

  住 所   

  氏 名  加 賀 秀 喜 

              年  月  日生 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  由利本荘市固定資産評価審査委員会委員を選任するにあたり、議会の同意を得ようと 

 するものである。 
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議案第１０１号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    佐々木 純 一 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１０２号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                 

  住 所   

  氏 名    冨 樫 公 一 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１０３号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    板 垣 利 明 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１０４号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    菅 原 文 克 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１０５号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    三 浦 徳 也 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１０６号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                 

  住 所   

  氏 名    井 上 博 美 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１０７号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    畑 山 留美子 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１０８号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    佐 藤 角 栄 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１０９号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                 

  住 所   

  氏 名    豊 島 靖 喜 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１０号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                 

  住 所   

  氏 名    吉 田 真 大 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１１号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    尾留川 正 敏 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１２号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    巴   寛 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１３号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    伊 東 金 一 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１４号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    石 井 健 一 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１５号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    伊 藤 純 二 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１６号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    畠 山 典 雄 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１７号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                 

  住 所   

  氏 名    佐々木  亨 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１８号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    加  三 敏 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１１９号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    小 野 晃 一 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１２０号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                 

  住 所   

  氏 名    佐々木 善 永 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１２１号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

 住 所   

  氏 名    齋 藤  誠 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１２２号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                 

 住 所   

  氏 名    真 坂 和 都 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１２３号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                

  住 所   

  氏 名    佐  源 樹 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１２４号 

 

 

   由利本荘市農業委員会委員の任命について 

 

 

 次の者を由利本荘市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

                                                                                 

 住 所   

  氏 名    佐 藤  崇 

                        年  月  生 

   

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市農業委員会委員を任命するにあたり、議会の同意を得ようとするものであ

る。 
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議案第１２５号 

 

 

由利本荘市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

由利本荘市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 由利本荘市国民健康保険税条例（平成１７年由利本荘市条例第１６６号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第３条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「いう。）」の次に「及び子ども・子

育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下こ

の条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加え

る。 

（４） 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する

子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるため

の国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第３条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第３項中「属する」

の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被

保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２

５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳

以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。ただし、当該合算額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て

支援納付金課税額は、３万円とする。 

第７条第１号中「第２５条第１項」を「第２８条第１項」に改める。 

 第３３条を第３６条とし、第２７条から第３２条までを３条ずつ繰り下げ、第２６条の

３を第２９条の３とし、第２６条の２を第２９条の２とし、第２６条を第２９条とする。 

 第２５条の２中「第２６条の２第１項」を「第２９条の２第１項」に、「第２５条の

２」を「第２８条の２」に改め、同条を第２８条の２とする。 
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 第２５条第１項各号列記以外の部分中「６６万円」を「６７万円」に、「並びに」を

「、」に改め、「１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付

金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が３万円を超え

る場合には、３万円）」を加え、同項第１号に次のように加える。 

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について１，１２

０円 

カ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険

者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について７０円 

 第２５条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同号に次のよ

うに加える。 

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について８００円 

カ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険

者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について５０円 

 第２５条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に次のように加え

る。 

オ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について３２０円 

カ １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険

者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について２０円 

 第２５条第２項に次の１号を加える。 

（３） 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号オに規定する金額を減額した世帯 ２４０円 

イ 前項第２号オに規定する金額を減額した世帯 ４００円 

ウ 前項第３号オに規定する金額を減額した世帯 ６４０円 
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エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ８００円 

 第２５条第３項各号列記以外の部分中「所得割額及び」を「所得割額並びに」に改め、

「被保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中

「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額 当該出産被保険者につき第１２条の規定により算定した所得割額の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第１３条の規定により算定した被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

（９） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１４条の規定により算定した１８

歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 第２５条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合における

当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額

（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額

（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者

均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当す

る額を減額して得た額とする。 

 第２５条を第２８条とする。 

 第２４条第１項中「第２７条」を「第３０条」に改め、同条を第２７条とする。 

 第２３条を第２６条とする。 

 第２２条第１項中「第１４条第１項」を「第１７条第１項」に改め、同条を第２５条と

する。 
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 第２１条第１号中「第１６条第２項」を「第１９条第２項」に改め、同条を第２４条と

する。 

 第２０条を第２３条とし、第１６条から第１９条までを３条ずつ繰り下げる。 

 第１５条第１項中「第２５条」を「第２８条」に改め、同条を第１８条とする。 

 第１４条を第１７条とする。 

 第１３条中「第１６条」を「第１９条」に、「第２０条」を「第２３条」に、「第２１

条」を「第２４条」に改め、同条を第１６条とし、第１２条を第１５条とし、第１１条の

次に次の３条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第１２条 第３条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．４０

を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額） 

第１３条 第３条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，６００円とす

る。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均

等割額） 

第１４条 第３条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１人につ

いて１００円とする。 

 附則第２項中「第２５条」を「第２８条」に改める。 

 附則第３項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条」を「第２８条」

に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第４項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条」を「第２８条」

に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第６項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条」を「第２８条」

に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第７項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条」を「第２８条」

に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第８項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条」を「第２８条」

に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 
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 附則第９項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条」を「第２８条」

に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第１０項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条」を「第２８

条」に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第１１項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条」を「第２８

条」に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第１２項中「第３０条第１項」を「第３３条第１項」に改める。 

 附則第１３項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条第１項」を「第

２８条第１項」に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第１４項中「第１０条」の次に「、第１２条」を加え、「第２５条第１項」を「第

２８条第１項」に、「第２５条第１項中」を「第２８条第１項中」に改める。 

 附則第１５項中「第３０条第３項」を「第３３条第３項」に改める。 

 附則第１６項中「第３０条第４項」を「第３３条第４項」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の由利本荘市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健 

 康保険税について適用し、令和７年度までの国民健康保険税については、なお従前の例 

 による。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  地方税法等の改正に伴い、子ども・子育て支援納付金の新設及び税率制定に係る所要

の規定整備、併せて基礎分賦課限度額等を改正するため、条例の一部を改正しようとす

るものである。 
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議案第１２６号 

 

 

由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例（案） 

由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例 

 

由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例（平成２

８年由利本荘市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条第１項中「償却資産」の次に「（所得税法施行令第６条第１号から第３号まで

又は法人税法施行令第１３条第１号から第３号までに掲げるものに限る。）」を加える。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

令和８年５月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

地方再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、条例の

一部を改正しようとするものである。 
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議案第１２７号  

 

 

由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例の一

部を改正する条例（案）  

由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例の

一部を改正する条例  

 

由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する条例（平成

１７年由利本荘市条例第１５５号）の一部を次のように改正する。  

 

別表の表中  

「   
 

 

第１号訪問事業 サービス費 法第１１５条の４５第５項の規定に基づ

き本荘由利広域市町村圏組合の定めた額 

   
                                  」を  

「   
 

 

第１号訪問事業 サービス費 法第１１５条の４５の３第２項の規定に

基づき介護保険法施行規則第１４０条の

６３の２第１項第１号に規定する厚生労

働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省

告示第７２号。以下「第１号事業費告示」

という。）別表１により算定した費用の額 

   
                                  」に  

「   
 

 

通所介護事業 サービス費 居宅介護サービス費算定に関する基準別

表により算定した介護サービス費用の額 

 食費 １日 ４４０円 

第１号通所事業 サービス費 法第１１５条の４５第５項の規定に基づき

本荘由利広域市町村圏組合の定めた額 
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 食費 １日 ４４０円 

短期入所生活介

護事業 

サービス費 居宅介護サービス費算定に関する基準別表

により算定した介護サービス費用の額 

 

食 費 及 び滞

在費 

法第５１条の２第２項第１号並びに第２号

に規定する食費の基準費用額又は負担限度

額と滞在費の基準費用額又は負担限度額と

の合計額 

介護予防短期入

所生活介護事業 

サービス費 介護予防サービス費算定に関する基準別表

により算定した介護サービス費用の額 

 

食 費 及 び滞

在費 

法第６１条の２第２項第１号並びに第２号

に規定する食費の基準費用額又は負担限度

額と滞在費の基準費用額又は負担限度額と

の合計額 

介護老人福祉施

設事業 

サービス費 法第４８条第２項及び介護保険法施行法(平

成９年法律第１２４号。以下「施行法」とい

う。)第１３条第４項の規定に基づき指定施

設サービス等に要する費用の額の算定に関

する基準(平成１２年厚生省告示第２１号)

別表により算定した介護サービス費用の額 

 

食 費 及 び居

住費 

法第５１条の２第２項第１号並びに第２号

に規定する食費の基準費用額又は負担限度

額と居住費の基準費用額又は負担限度額と

の合計額。若しくは、施行法第１３条第５項

第１号並びに第２号に規定する食費の特定

基準費用額又は特定負担限度額と居住費の

特定基準費用額又は特定負担限度額との合

計額 

   
                                  」を  

「   
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通所介護事業 サービス費 居宅介護サービス費算定に関する基準別

表により算定した介護サービス費用の額 

 食費 １日 ４９０円 

第１号通所事業 サービス費 法第１１５条の４５の３第２項の規定に基

づき第１号事業費告示別表２により算定

した費用の額 

 食費 １日 ４９０円 

短期入所生活介

護事業 

サービス費 居宅介護サービス費算定に関する基準別表

により算定した介護サービス費用の額 

 

食費及び滞

在費 

法第５１条の３第２項第１号並びに第２号

に規定する食費の基準費用額又は負担限度

額と滞在費の基準費用額又は負担限度額と

の合計額 

介護予防短期入

所生活介護事業 

サービス費 介護予防サービス費算定に関する基準別表

により算定した介護サービス費用の額 

 

食費及び滞

在費 

法第６１条の３第２項第１号並びに第２号

に規定する食費の基準費用額又は負担限度

額と滞在費の基準費用額又は負担限度額と

の合計額 

介護老人福祉施

設事業 

サービス費 法第４８条第２項及び介護保険法施行法(平

成９年法律第１２４号。以下「施行法」とい

う。)第１３条第４項の規定に基づき指定施

設サービス等に要する費用の額の算定に関

する基準(平成１２年厚生省告示第２１号)

別表により算定した介護サービス費用の額 

 

食費及び居

住費 

法第５１条の３第２項第１号並びに第２号

に規定する食費の基準費用額又は負担限度

額と居住費の基準費用額又は負担限度額と

の合計額。若しくは、施行法第１３条第５項

第１号並びに第２号に規定する食費の特定
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基準費用額又は特定負担限度額と居住費の

特定基準費用額又は特定負担限度額との合

計額 

   
                                 」に  

改める。  

 

   附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和８年８月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の由利本荘市老人福祉施設におけるサービスに要する費用の徴収に関する

条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用につ

いては、なお従前の例による。  

   

 

  令和８年５月２９日提出  

 

                      由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由  

  介護保険法における食費の基準費用額が見直されたことに伴い、通所介護事業及

び第１号通所事業に係る食費に関する規定を改めるため、条例の一部を改正しよう

とするものである。  
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議案第１２８号  

 

 

  由利本荘市介護保険条例の一部を改正する条例（案）  

   由利本荘市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 由利本荘市介護保険条例（令和６年由利本荘市条例第４６号）の一部を次のように改正

する。  

 

 附則に次の３項を加える。  

（令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免）  

６ 第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和７年

度及び令和８年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない

者で令附則第２５条の規定により令和８年度分の同法の規定による市町村民税が課

されているものとみなされることとなるもの（令和７年度分の同法の規定による市

町村民税が課されていないことを本市が保有する情報で確認することができる者に

限る。以下「みなし課税者」という。）がいる場合であって、そのみなされること

により当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に係る保険料段階（第５条第１

項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。）が、当該みなし課税者に令附則第２５条

の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当該第１号被保険者の令和８

年度分の保険料に係る保険料段階（次項において「令附則第２５条非適用保険料段

階」という。）よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは、当該第１号

被保険者の令和８年度分の保険料を減免する。  

７ 前項の規定による減免後の令和８年度分の保険料の額は、令附則第２５条非適用

保険料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。  

８ 第６項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義務者の申請を要し

ない。  

 

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。  
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  令和８年５月２９日提出  

 

                      由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由  

  介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和７年度分の市町村民税の非課税者に係

る令和８年度分の介護保険料の減免について定めるため、条例の一部を改正しよう

とするものである。  
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議案第１２９号 

 

 

  由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例の一部を改正する条例（案） 

   由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例の一部を改正する条例 

 

由利本荘市本荘マリーナオートキャンプ場条例（平成１７年由利本荘市条例第１７５

号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表を次のように改める。 

施設名称等 使用料 備考 

オートキャンプサ

イト 

１泊１区画 ３，１４

０円 

１ １泊は午後１時から翌日の午前１０時ま

での利用とし、連泊の場合は、日中（午前１

０時から午後４時まで）の利用も認める。 

２ １サイト４人を超えるときは、１人につ

き３１０円（小・中学生は、１００円）を追

加徴収する。 

３ キャンピングカーは、１，０５０円（電源

使用料を含む。）の追加料金を徴収する。 

日帰り１区画 ２，１

００円 

１ 宿泊しないで日中（午前１０時から午後

４時まで）のみ使用する場合 

２ 宿泊の場合と同じ。 

３ 宿泊の場合と同じ。 

電源 １泊又は１日につい

て ５２０円 

１ 希望者のみとする。 

ごみ袋 市指定ごみ袋の販売

価格 

市指定ごみ袋の販売価格は、由利本荘市廃棄

物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例

（平成１７年条例第１５７号）に基づき市が

指定する一般廃棄物処理用ごみ袋の販売価格

による。 

コインシャワー ３分間 １００円 

コイン洗濯機 １回 ２００円 

コイン乾燥機 １回 １００円 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等につ 

 いて適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  ごみ袋料金改定に伴い、使用料を改めるため、条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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議案第１３０号 

 

 

  由利本荘市ゆりの里交流センター条例の一部を改正する条例（案） 

   由利本荘市ゆりの里交流センター条例の一部を改正する条例 

 

由利本荘市ゆりの里交流センター条例（平成１７年由利本荘市条例第３２１号）の一部

を次のように改正する。 

 

別表中 

「 

    
大広間 一般（中学生以上） １人 ２１０円 ・入湯料は別に徴収する。 

・使用時間は、午前８時３０分

から午後４時までとする。 小学生 １人 １００円 

 

    
」を 

「 

    
大広間 一般（中学生以上） １人 ３１０円 ・入湯料は別に徴収する。 

・使用時間は、午前８時３０分

から午後４時までとする。 小学生 １人 １６０円 

 

    
」に 

「 

    
個室 午前８時３０分から

午後４時まで 

１室 ３，１４０円 ・入湯料は使用人数により別に徴

収する。 
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午後４時３０分から

午後８時３０分まで 

１室 ３，１４０円 ・使用時間は、午前８時３０分か

ら午後８時３０分までとする。 

・午後４時まで使用した者が、午

後４時以降に延長して使用す

る場合は、延長した時間の１時

間につき７９０円の使用料を

徴収する。 

・１時間未満の端数が生じた場合

は、１時間とする。 

    
」を 

「 

    
個室 １室 １時間 ８４０円 ・入湯料は使用人数により別に徴

収する。 

・使用時間は、午前８時３０分か

ら午後８時３０分までとする。 

・１時間未満の端数が生じた場合

は、１時間とする。 

    
」に 

改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条件による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料につい

て適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。 
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  令和８年５月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  ゆりの里交流センターの使用料を改めるため、条例の一部を改正しようとするもので

ある。 
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議案第１３１号 

 

 

  由利本荘市ガス供給条例の一部を改正する条例（案） 

   由利本荘市ガス供給条例の一部を改正する条例 

 

 由利本荘市ガス供給条例（平成１７年由利本荘市条例第２４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２２条の２中「従量料金単価」を「単位料金（基準単位料金又は調整単位料

金）」に改める。 

 第２３条の次に次の１条を加える。 

（単位料金の調整） 

第２３条の２ 市は、毎月、第３項第２号の規定により算定した平均原料価格が同項

第１号に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表

第２の料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定する。この場合にお

いては、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第２のとおりとする。 

（１） 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。 

調整単位料金（１立方メートル当たり）＝基準単位料金＋原料価格変動額／ 

５４，７００×４６．０４６５５×０．９２９×０．７×（１＋消費税率） 

（２） 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。 

調整単位料金（１立方メートル当たり）＝基準単位料金－原料価格変動額／ 

５４，７００×４６．０４６５５×０．９２９×０．７×（１＋消費税率） 

（備考）上記第１号及び第２号の算式によって求められた計算結果の小数点第３位以

下の端数は、切り捨てる。 

２ 前項の数式における各項目の定義は、次のとおりとする。 

ア ５４，７００：１トン当たりの基準熱量（メガジュール） 

イ ４６．０４６５５：標準熱量（メガジュール） 

ウ ０．９２９：ガス量換算係数 

エ ０．７：変動緩和措置係数 

３ 第１項に規定する基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次の

とおりとする。 

（１） 基準平均原料価格（１トン当たり） ９０，３９０円（ＬＮＧについて、財

務省が関税法（昭和２９年法律第６１号）第１０２条第３項の規定により公表す
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る貿易に関する統計（以下「貿易統計」という。）による令和６年１０月から令

和７年９月までの価格） 

（２） 平均原料価格（１トン当たり） 別表第２に規定する各３箇月間における貿

易統計の数量及び価額から算定した１トン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の１

０円未満の端数を四捨五入し、１０円単位とする。）をもとに次の算式で算定

し、算定結果の１０円未満の端数を四捨五入した金額とする。 

（算式）平均原料価格＝１トン当たりＬＮＧ平均価格 

（備考）市は、１トン当たりＬＮＧ平均価格を公表するものとする。 

（３） 原料価格変動額 次の算式で算定し、算定結果の１００円未満の端数を切り

捨てた１００円単位の金額とする。 

（算式） 

ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。   

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

 第３０条第２項中「大口供給の料金」を「大口供給の単位料金」に改め、「基準単

位料金」の次に「（第２３条の２の規定が適用される場合にあっては調整単位料

金）」を加える。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２２条、第２３条、第２３条の２、第３０条関係） 

１ 適用区分 

料金表Ａ 使用量が２０立方メートル以下の場合に適用する。 

料金表Ｂ 使用量が２０立方メートルを超え、２００立方メートル以下の場合に適

用する。 

料金表Ｃ 使用量が２００立方メートルを超える場合に適用する。 

２ 早収料金の算定方法 

（１） 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金

又は第２３条の２の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料

金に使用量を乗じて算定する。 

（２） 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。 

ア 料金算定期間の末日が１月１日から同月３１日に属する料金算定期間の早収料

金の算定に当たっては、前年８月から１０月までの平均原料価格に基づき算定し

た調整単位料金を適用する。 

イ 料金算定期間の末日が２月１日から同月２８日（うるう年は同月２９日）に属

する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年９月から１１月までの平
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均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 

ウ 料金算定期間の末日が３月１日から同月３１日に属する料金算定期間の早収料

金の算定に当たっては、前年１０月から１２月までの平均原料価格に基づき算定

した調整単位料金を適用する。 

エ 料金算定期間の末日が４月１日から同月３０日に属する料金算定期間の早収料

金の算定に当たっては、前年１１月から当年１月までの平均原料価格に基づき算

定した調整単位料金を適用する。 

オ 料金算定期間の末日が５月１日から同月３１日に属する料金算定期間の早収料

金の算定に当たっては、前年１２月から当年２月までの平均原料価格に基づき算

定した調整単位料金を適用する。 

カ 料金算定期間の末日が６月１日から同月３０日に属する料金算定期間の早収料

金の算定に当たっては、当年１月から３月までの平均原料価格に基づき算定した

調整単位料金を適用する。 

キ 料金算定期間の末日が７月１日から同月３１日に属する料金算定期間の早収料

金の算定に当たっては、当年２月から４月までの平均原料価格に基づき算定した

調整単位料金を適用する。 

ク 料金算定期間の末日が８月１日から同月３１日に属する料金算定期間の早収料

金の算定に当たっては、当年３月から５月までの平均原料価格に基づき算定した

調整単位料金を適用する。 

ケ 料金算定期間の末日が９月１日から同月３０日に属する料金算定期間の早収料

金の算定に当たっては、当年４月から６月までの平均原料価格に基づき算定した

調整単位料金を適用する。 

コ 料金算定期間の末日が１０月１日から同月３１日に属する料金算定期間の早収

料金の算定に当たっては、当年５月から７月までの平均原料価格に基づき算定し

た調整単位料金を適用する。 

サ 料金算定期間の末日が１１月１日から同月３０日に属する料金算定期間の早収

料金の算定に当たっては、当年６月から８月までの平均原料価格に基づき算定し

た調整単位料金を適用する。 

シ 料金算定期間の末日が１２月１日から同月３１日に属する料金算定期間の早収

料金の算定に当たっては、当年７月から９月までの平均原料価格に基づき算定し

た調整単位料金を適用する。 

３ 料金表Ａ 

（１） 基本料金 

１箇月及びガスメーター１個につき １，０１２円 

（２） 基準単位料金 
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１立方メートルにつき ２３６．０１４円 

（３） 調整単位料金 

  前号の基準単位料金を基に第２３条の２の規定により算定した１立方メートル当

たりの単位料金とする。 

４ 料金表Ｂ 

（１） 基本料金 

１箇月及びガスメーター１個につき １，７８２円 

（２） 基準単位料金 

１立方メートルにつき １９７．５１４円 

（３） 調整単位料金 

  前号の基準単位料金を基に第２３条の２の規定により算定した１立方メートル当

たりの単位料金とする。 

５ 料金表Ｃ 

（１） 基本料金 

１箇月及びガスメーター１個につき ４，３３４円 

（２） 基準単位料金 

１立方メートルにつき １８４．７５４円 

（３） 調整単位料金 

  前号の基準単位料金を基に第２３条の２の規定により算定した１立方メートル当

たりの単位料金とする。 

備考 この表に定める金額は、消費税等相当額を含むものとする。 

 別表第３及び別表第４中「従量料金単価に使用量を乗じて算定する」を「基準単位

料金又は第２３条の２の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金

に使用量を乗じて算定する。なお、調整単位料金の適用基準は別表第２における適用

基準と同様とする」に改める。 

別表第６中「の２」を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の由利本荘市ガス供給条例別表第２の規定は、令和８年１

０月１日以後行う検針により算定したガスの使用量に係る料金について適用し、同

日前に行う検針により算定したガスの使用量に係る料金については、なお従前の例
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による。 

 

 

  令和８年５月２９日提出 

 

                      由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  ガス料金に係る規定を改めるため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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議案第１３２号 

  

  

  由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す 

 る条例（案） 

   由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正 

  する条例 

  

 由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１７年由利

本荘市条例第２４４号）の一部を次のように改正する。 

  

 第３条第４項第３号中「１，７０７．６ヘクタール」を「１，６６１．９ヘクタール」

に改め、同項第４号中「３万７，６１０人」を「３万３，６６０人」に改め、同項第５号

中「１万５，２５１立方メートル」を「１万４，９８８立方メートル」に改める。 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

  

  

  令和８年５月２９日提出 

  

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

   

  

提案理由 

  公共下水道事業計画区域の見直しにより、条例の一部を改正しようとするものである。 
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